
２ 児童福祉法と障がい児支援
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児童福祉のしくみについて

【児童福祉の対象】
児童福祉法（昭和22年12月12日法律第164号）

「すべて児童は，ひとしくその生活を保障され，愛護されなければならない」
（第１条第２項）

〇「児童」の定義

「満18歳に満たない者」と規定（第４条第1項）

※障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害
のある児童（発達障害者支援法 （平成16年法律第167号）第２条第２項 に規

定する発達障害児を含む。）又は治療方法が確立していない疾病その他の
特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律 （平成17年法律第123号）第４条第１項 の政令で定めるものによ

る障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童（第４条第２
項）
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WAMNETホームページ 児童福祉制度解説より 3



障がい児支援の沿革

• 児童福祉法施行（S23）

• 支援費制度（H15）

• 障害者自立支援法施行（H18）

• 児童福祉法改正（H24）

• 障害者総合支援法施行（H25）
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障がい児支援の概要

・H24児童福祉法改正

⇒障がい児及びその家族が、身近な地域で必要な
支援を受けられるようにするため、これまで障害
種別に分かれていた障害児施設を通所による支援
（障害児通所支援）と入所による支援（障害児入
所支援）のそれぞれに体系化

⇒地域支援を強化するため、新たに保育所等訪問
支援や障害児相談支援等が創設された。
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平成24年度の児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化

児童デイサービス

重症心身障害児（者）通園事業（補助事業）

障害児通所支援

・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス

・保育所等訪問支援
・居宅訪問型児童発達支援（新規）

障害児入所支援

 ・福祉型障害児入所施設
  ・医療型障害児入所施設

通
所
サ
ー
ビ
ス

入
所
サ
ー
ビ
ス

知的障害児通園施設

難聴幼児通園施設

肢体不自由児通園施設（医）

知的障害児施設
第一種自閉症児施設（医）
第二種自閉症児施設

盲児施設
ろうあ児施設

肢体不自由児施設（医）
肢体不自由児療護施設

重症心身障害児施設（医）

＜＜ 障害者自立支援法 ＞＞

＜＜ 児童福祉法 ＞＞

（医）とあるのは医療の提供を行って
いるもの

＜＜ 児童福祉法 ＞＞

○  障害児支援の強化を図るため、従来の障害種別で分かれていた施設体系について、通所・入所
の利用形態の別により一元化。

【市町村】

【市町村】【都道府県】

【都道府県】

H30.4～対象拡大

H30.4～
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～児童福祉法改正（H24）のポイント～

■障害児施設の一元化

  従来の障害種別で分かれていた障害児施設を、通所による支援を「障害児通所支援（児童発達支
等）」、入所による支援を「障害児入所支援（障害児入所施設）」にそれぞれ一元化

■障害児通所支援の実施主体を市町村へ移行

通所サービスの実施主体は身近な市町村に変更。これにより障害者自立支援法（総合支援法）の居

宅サービスと通所サービスの一体的な提供が可能。

■放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の創設

  学齢児を対象としたサービスを創設し、放課後支援を充実。また、障害があっても保育所等の利用
ができるよう訪問サービスを創設。

■在園期間の延長措置の見直し

  １８歳以上の障害児施設入所者に対し自立支援法に基づく障害福祉サービスを提供し、年齢に応じ
た適切な支援を提供。                  ＊現に入所していた者が退所させられないようにする。

○ 児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難

障害児支援の強化
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計画相談支援

【サービス利用支援】
・ サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成
・ 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成
【継続利用支援】
・ サービス等の利用状況等の検証（モニタリング）
・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

障害児相談支援

【障害児利用援助】
・ 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・ 給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成
【継続障害児支援利用援助】

地域移行支援
住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事
業所への同行支援等を行う

地域定着支援
常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福
祉サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行う

福祉型障害児入所施設 施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う

医療型障害児入所施設
施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及
び知識技能の付与並びに治療を行う

居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う

保育所等訪問支援
保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集
団生活への適応のための専門的な支援などを行う

児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの
支援を行う

医療型児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練など
の支援及び治療を行う

放課後等デイサービス
授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上の
ための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う

（注）１.表中の「 」は「障害者」、「    」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 ２.利用者数及び施設・事業所数は、令和5年1月サービス提供分（国保連データ）者 児
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※ 障害児支援は、個別に利用の要否を判断（支援区分を認定する仕組みとなっていない）※ 相談支援は、支援区分によらず利用の要否を判断（支援区分を利用要件としていない）
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医療型児童発達支援

障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識
技能の付与、集団生活への適応訓練及び治療を行う。

※対象⇒肢体不自由（上肢、下肢又は体幹の機能の障害）が
あり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が
必要であると認められた障がい児
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障がい児支援の支給決定について

・障がい児支援を利用する場合
通所支援⇒市町村、入所支援⇒児童相談所へ申請

・利用者の状況を把握するための面接調査（アセスメン
ト）やサービス利用の意向を勘案し、必要なサービス量
や支給量が決定される。

・利用者負担については、負担能力に応じてサービスに
要した費用を負担する。
（光熱水費や食費は実費負担となるが、所得の少ない人の負
担が大きくならないよう軽減措置を設けている）
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計画相談支援・障害児相談支援のしくみ

○ 障害者総合支援法に基づくサービスの利用に当たっては、相談支援事業者が作成する「サー
ビス等利用計画」が必要。（※児童福祉法に基づく障害児支援については、「障害児支援利用計画」）

※ 平成22年12月成立の「つなぎ法」による関係法令改正の施行（平成24年4月）により、平成27年3月までは経過措置として、
市町村が必要と認めた場合に計画を作成することとされていたが、平成27年4月より、全例について計画が必要となった。

※ 各事業所で計画を作成する相談支援専門員には、高い能力が求められるため、一定の実務経験に加えて都道府県が主催す
る研修の修了を義務づけている。

（利用プロセスのイメージ）

相談支援事業者

都道府県相談支援専門員

養成研修

＊ ２６年度までは、②は市区
町村が必要と認めた場合の
みであるが、２７年度からは全
例について求めることとなった。

利用者（保護者） 市町村
（計画案の受領後、支給決定）

① 支給申請

② ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の求め

サ
ー
ビ
ス
利
用

＜報酬単価＞

・ 計画作成   者：1,458単位／月 児：1,620単位
／月

・ モニタリング 者：1,207単位／月 児：1,318単位
／月

※者については平成３０年度の経過措置あり
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学校と障害児通所支援を提供する事業所や障害児入所施設、居宅サービスを提供する事業所（以下「障害児
通所支援事業所等」という。）が緊密な連携を図るとともに、学校等で作成する個別の教育支援計画及び個別の
指導計画（以下「個別の教育支援計画等」という。）と障害児相談支援事業所で作成する障害児支援利用計画及
び障害児通所支援事業所等で作成する個別支援計画（以下「障害児支援利用計画等」という。）が、個人情報に
留意しつつ連携していくことが望ましい。

児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について（概要）

◆ 趣旨
（平成２４年４月１８日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課連名通知）

◆ 留意事項
１ 相談支援

障害児支援利用計画等の作成を担当する相談支援事業所と個別の教育支援計画等の作成を担当する学校
等が密接に連絡調整を行い、就学前の福祉サービス利用から就学への移行、学齢期に利用する福祉サービス
との連携、さらには学校卒業に当たって地域生活に向けた福祉サービス利用への移行が円滑に進むよう、保護
者の了解を得つつ、特段の配慮をお願いする。

２ 障害児支援の強化
（１） 保育所等訪問支援の創設

このサービスが効果的に行われるためには、保育所等訪問支援の訪問先施設の理解と協力が不可欠であ
り、該当する障害児の状況の把握や支援方法等について、訪問先施設と保育所等訪問支援事業所、保護者
との間で情報共有するとともに、十分調整した上で、必要な対応がなされるよう配慮をお願いする。

（２） 個別支援計画の作成

障害児通所支援事業所等の児童発達支援管理責任者と教員等が連携し、障害児通所支援等における個
別支援計画と学校における個別の教育支援計画等との連携を保護者の了解を得つつ確保し、相乗的な効果
が得られるよう、必要な配慮をお願いする。 
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